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(57)【要約】
【解決手段】ブレーキクルーズ速度に設定されるクルー
ズコントロールブレーキ機能３を備える、車両１０用の
クルーズコントロール機構を提供する。クルーズコント
ロール機構は、車速が設定ブレーキクルーズ速度に達し
た場合に、少なくとも１つの補助ブレーキ８，９を作動
させるように適合され、それと同時に、車両の速度を設
定ブレーキクルーズ速度に保つように、車両のサービス
ブレーキ５をかけるように適合され、さらに、車両の速
度が設定ブレーキクルーズ速度に保たれるように、少な
くとも１つの補助ブレーキのブレーキ力の増加と共に、
サービスブレーキのブレーキ力を減少させるように適合
される。本発明の利点は、補助ブレーキが作動されると
、補助ブレーキの起動時間に関わらず、車両の速度が設
定クルーズ速度に保たれることにある。これにより、補
助ブレーキの起動時間中の速度オーバーシュートを回避
することができる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ブレーキクルーズ速度に設定されるクルーズコントロールブレーキ機能（３）を備える
、車両（１０）用のクルーズコントロール機構（１）であって、
　前記クルーズコントロール機構は、
　車速が前記設定ブレーキクルーズ速度に達した場合に、少なくとも１つの補助ブレーキ
（８，９）を作動させるように適合され、
　それと同時に、前記車両の速度を前記設定ブレーキクルーズ速度に保つように、前記車
両のサービスブレーキ（５）をかけるように適合され、
　さらに、前記車両の速度が前記設定ブレーキクルーズ速度に保たれるように、前記少な
くとも１つの補助ブレーキ（８，９）のブレーキ力の増大と共に、前記サービスブレーキ
（５）のブレーキ力を減少させるように適合されることを特徴とするクルーズコントロー
ル機構。
【請求項２】
　前記少なくとも１つの補助ブレーキがフルに効いたときに、前記サービスブレーキを切
ることを特徴とする請求項１に記載の機構。
【請求項３】
　前記少なくとも１つの補助ブレーキは、圧縮ブレーキ（９）または油圧リターダブレー
キ（８）であることを特徴とする請求項１または２に記載の機構。
【請求項４】
　前記圧縮ブレーキと前記油圧ブレーキの両方が同時に作動されることを特徴とする請求
項３に記載の機構。
【請求項５】
　前記クルーズコントロール機構は、補助ブレーキの作動前に、トランスミッション（６
）をシフトダウンするように適合されることを特徴とする請求項１～４のいずれか１項に
記載の機構。
【請求項６】
　前記機構は、所定の車両条件が成立した場合にのみ、サービスブレーキをかけることを
特徴とする請求項１～５のいずれか１項に記載の機構。
【請求項７】
　前記所定の車両条件は、下り坂の勾配、車両重量、車速、または、車両加速度のうちの
少なくとも１つであることを特徴とする請求項６に記載の機構。
【請求項８】
　請求項１～７のいずれか１項に記載の機構を備える車両（１０）。
【請求項９】
　車両が下り坂を走行中でかつ、前記車両のクルーズコントロール機能が作動中である場
合に、前記クルーズコントロール機能を支援する方法であって、前記クルーズコントロー
ル機能は、ブレーキクルーズ速度に設定されるクルーズコントロールブレーキ機能を備え
、
　前記方法は、
　車速が前記設定ブレーキクルーズ速度に達した場合に、少なくとも１つの補助ブレーキ
を作動させるステップと、
　それと同時に、前記車両の速度を前記設定ブレーキクルーズ速度に保つように、前記車
両のサービスブレーキをかけるステップと、
　前記車両の速度が前記設定ブレーキクルーズ速度に保たれるように、前記少なくとも１
つの補助ブレーキのブレーキ力の増大と共に、前記サービスブレーキのブレーキ力を減少
させるステップと、を含むことを特徴とする方法。
【請求項１０】
　前記少なくとも１つの補助ブレーキがフル作動している場合に、前記サービスブレーキ
を切るステップ、をさらに含むことを特徴とする請求項９に記載の方法。
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【請求項１１】
　前記車両の加速度が所定の値より大きい場合にのみ前記サービスブレーキをかけるステ
ップ、をさらに含むことを特徴とする請求項９または１０に記載の方法。
【請求項１２】
　前記少なくとも１つの補助ブレーキは、圧縮ブレーキまたは油圧リターダブレーキであ
る請求項９～１１のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１３】
　前記圧縮ブレーキと前記油圧ブレーキの両方が同時に作動される請求項１２に記載の方
法。
【請求項１４】
　前記補助ブレーキを作動させるステップが、トランスミッションをシフトダウンするス
テップを含むことを特徴とする請求項９～１３のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１５】
　コンピュータプログラムであって、前記プログラムがコンピュータ上で実行される場合
に、請求項９～１４のいずれか１項の全てのステップを実行するプログラムコード手段、
を含むコンピュータプログラム。
【請求項１６】
　コンピュータプログラム製品であって、前記プログラム製品がコンピュータ上で実行さ
れる場合に、請求項９～１４のいずれか１項の全てのステップを実行する、コンピュータ
可読媒体上に記憶されるプログラムコード手段、を含むコンピュータプログラム製品。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、請求項１のプリアンブルに記載の、車両のブレーキクルーズコントロールシ
ステム用の機構および方法に関する。本発明は、さらに、プログラムがコンピュータ上で
実行される場合に、ブレーキクルーズコントロールシステムにおいてこのような方法を実
行するように適合されたコンピュータプログラム、および、コンピュータ可読媒体上に記
憶されるこのようなプログラムコード手段を含むコンピュータプログラム製品に関する。
本機構は、補助ブレーキを有する、様々な種類の大型車両に適用可能である。
【背景技術】
【０００２】
　運転手の快適性を向上するため、現代の車両の多くに、クルーズコントロールシステム
が設けられている。システムの中には、設定したブレーキクルーズ速度を超過した場合に
、車両にブレーキもかけるブレーキクルーズコントロール機能を併有するものがある。ク
ルーズコントロールシステムはさらに、アクセルのみを使って、または、車両のブレーキ
も併用して、設定クルーズ速度を維持するように適合することもできる。これは、エンジ
ンブレーキやリターダ等の補助ブレーキを搭載した大型車両で、特に一般的である。車両
のクルーズコントロールシステムは、さらなる機能として、クルーズコントロールシステ
ムの調整パラメータが経済性によって決定された、エコノミードライブ設定を有してよい
。
【０００３】
　クルーズコントロールシステムは、実速度値が維持される範囲である調整範囲を有する
。アクセルのみを利用して速度を維持する、通常のクルーズコントロールシステムにおい
ては、数パーセントの速度超過が許容されてよい。一般的に、この場合、設定速度が７０
ｋｍ／ｈの場合、速度は例えば６９ｋｍ／ｈから７１ｋｍ／ｈの間を変動することができ
る。このようなクルーズコントロールシステムにおいては、車両にとっての最大許容速度
超過値を、設定速度とすることはできない。当該システムは、設定速度を維持するために
ブレーキを使うことはしないため、車両が下り坂を走行すれば、車両が超過速度に達する
のである。
【０００４】
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　クルーズコントロールシステムが、車両の設定速度を維持するためにブレーキシステム
を併用する場合、すなわち、ブレーキクルーズシステムと呼ばれるシステムである場合も
また、非常に勾配の急な下り坂を下る車両には、一定の速度超過が許容され得る。速度超
過を許容することは、車両の惰性を利用してエネルギーを保存するのに役立つ。当然のこ
とながら、許容される速度超過の限界値は、他の車両を危険にさらしたり、制限速度を超
過したりすることのない値に設定しなければならない。速度超過の限界値が設定されると
、この値が設定ブレーキクルーズ速度として用いられる。運転手は、ブレーキクルーズ速
度を、車両の補助ブレーキが下り道の間維持できると自身が推定する値に設定する。この
設定ブレーキクルーズ速度を、補助ブレーキで保つことができない場合、運転手は、車両
を手動で操作したり、ブレーキをかけたりしなければならない。
【０００５】
　車両が下り坂を走行中に、設定ブレーキクルーズ速度を超過しないことは重要である。
システムは、実車速とクルーズコントロール速度を比較し、実車速が設定ブレーキクルー
ズ速度に達すると、補助ブレーキをかける。車両において利用可能な補助ブレーキの種類
によって、補助ブレーキの応答時間は変化しうる。補助ブレーキの応答時間は、補助ブレ
ーキの起動時点から、補助ブレーキがフルに効いて、設定ブレーキ力を発揮するまでの時
間である。例えば、油圧リターダの応答時間は、比較的迅速であり、例えば１～２秒の間
であるが、排気ブレーキの応答時間は、最大５秒以上であることがある。
【０００６】
　したがって、車両が下り坂を走行中には、車両の速度は、設定ブレーキクルーズ速度を
上回る速度に達する可能性がある。例えば、坂の勾配、車両の重量、補助ブレーキの種類
によるが、場合によっては、到達速度が許容値を上回る場合がある。このような場合、補
助ブレーキのブレーキ力が、速度を設定ブレーキクルーズ速度にまで低下させるほど強力
ではないかもしれない。このような状況は、運転手にとって快適なものではない。
【０００７】
　運転手が、このような車速オーバーシュートを経験すると、それ以降、このような経験
をするのを避けるため、設定ブレーキクルーズ速度を下げる可能性がある。しかし、設定
ブレーキクルーズ速度が低い状態では、設定クルーズコントロール速度とブレーキクルー
ズ速度の速度差が小さくなり、これが一方で、燃料消費量の増加や車両の平均速度の減少
につながる。
【０００８】
　前方の状態を知るために、例えば、道路地図と関連付けられたＧＰＳシステムを用いて
、前もって道路状態をモニタすることが知られている。このようなシステムでは、補助ブ
レーキの応答時間を埋め合わせるために、設定クルーズ速度に達する前に補助ブレーキを
かける判断を、前もって行うことができる。しかしながら、すべての車両がこのようなシ
ステムを搭載しているわけではない。
【０００９】
　米国特許出願公開第２００６／２７９１３７号明細書には、補助ブレーキを主ブレーキ
として用い、かつ、補助ブレーキのブレーキ力が十分ではない場合にサービスブレーキを
補完的に用いてもよいブレーキシステムが記載されている。このシステムは、適切な車両
パラメータが選択され得るよう、車両がどのように運転されるかを前もって算出する。
【００１０】
　米国特許出願公開第２００６／１００７６８号明細書には、所定の速度設定値を超過し
た場合に、車両のサービスブレーキを、補助ブレーキを補完するものとして用いることが
できるシステムが記載されている。
【００１１】
　米国特許出願公開第２００６／１１３８３３号明細書には、車両の速度低下によって補
助ブレーキのブレーキ力が減少した場合に、サービスブレーキを、補助ブレーキの補完ブ
レーキとして用いることができるシステムが記載されている。
【００１２】
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　米国特許出願公開第２０１２／２８３９２８号明細書には、補助ブレーキの作動の遅れ
、および／または快適性の理由による遅れを考慮に入れるために、設定ブレーキクルーズ
速度が、制御ユニットによって、様々な車両パラメータに応じて調整される車両制御シス
テムが記載されている。
【００１３】
　これらのシステムは、状況によってはうまく機能するかもしれないが、クルーズコント
ロールシステムを改良し、燃料効率と運転手の快適性を向上する余地は残っている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１４】
【特許文献１】米国特許出願公開第２００６／２７９１３７号明細書
【特許文献２】米国特許出願公開第２００６／１００７６８号明細書
【特許文献３】米国特許出願公開第２００６／１１３８３３号明細書
【特許文献４】米国特許出願公開第２０１２／２８３９２８号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１５】
　したがって、本発明の目的は、補助ブレーキの作動を改良した、車両の改良されたクル
ーズコントロール機構を提供することである。本発明のさらに別の目的は、車両のクルー
ズコントロールシステムにおける、補助ブレーキを作動させる改良された方法を提供する
ことにある。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　本発明に係る課題の解決法は、機構については、請求項１の特徴部分に記載され、方法
については、請求項９に記載される。その他の請求項は、本発明の機構および方法の、さ
らなる有利な発展を含む。
【００１７】
　ブレーキクルーズ速度に設定されるクルーズコントロールブレーキ機能を備える、車両
用のクルーズコントロール機構において、クルーズコントロール機構が、車速が設定ブレ
ーキクルーズ速度に達した場合に、少なくとも１つの補助ブレーキを作動させるように適
合され、それと同時に、車両の速度を設定ブレーキクルーズ速度に保つように、車両のサ
ービスブレーキをかけるように適合され、さらに、車両の速度が設定ブレーキクルーズ速
度に保たれるように、少なくとも１つの補助ブレーキのブレーキ力の増大と共に、サービ
スブレーキのブレーキ力を減少させるように適合されることによって、課題が解決される
。
【００１８】
　このクルーズコントロール機構の第１の態様によって、本機構は、補助ブレーキの起動
時間をサービスブレーキで埋め合わせることにより、ブレーキクルーズコントロールにお
ける補助ブレーキの応答を向上させる。ブレーキクルーズコントロール機能が設定ブレー
キクルーズ速度に達して、補助ブレーキを作動させるときに、同時にサービスブレーキを
作動させる。サービスブレーキの応答は即時的であるため、ブレーキ応答に遅れは生じな
い。補助ブレーキは、補助ブレーキの種類によって異なるが、数秒の応答時間を有するこ
とがある。通常、油圧リターダは、２～３秒の範囲内の比較的短い応答時間を有する。必
要なブレーキ力によって異なるが、排気ブレーキの応答時間は、通常、最大５秒以上であ
る。応答時間は、補助ブレーキの起動時から、補助ブレーキがフルに効いて、要求される
ブレーキ力を発揮するまでの実測である。
【００１９】
　補助ブレーキと同時にサービスブレーキをかけることにより、車両の加速を即時的に抑
制することができ、従って、当該車両が車速オーバーシュートを起こすことはない。これ
により、補助ブレーキがフルに効くまでの間、車両の速度を設定ブレーキクルーズ速度に
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保つことができる。
【００２０】
　本発明の機構の有利な発展においては、補助ブレーキがフルに効くと、サービスブレー
キを切る。これにより、サービスブレーキの摩耗が最小限に抑えられる。さらに、サービ
スブレーキが非常に高温になることがないため、サービスブレーキに余力があり、例えば
、下り坂の途中で制限速度が変わる場合など、条件が変化した場合に、さらに車両の速度
を落とすために利用できる。
【００２１】
　本発明の機構の有利な発展においては、機構は、補助ブレーキの作動前に、トランスミ
ッションをシフトダウンするように適合される。これにより、エンジン速度は上昇するも
のの、一方で、補助ブレーキの利用可能なブレーキ力が増大する。しかしながら、シフト
ダウンすることにより、補助ブレーキがフルに効くまでの時間が増加する。これは、シフ
トダウンするための時間が、補助ブレーキの応答時間に加算されるためである。サービス
ブレーキを使って速度を設定ブレーキクルーズ速度に保つことにより、シフトダウンする
時間の間、確実に、車速オーバーシュートが起こらないようにすることができる。
【００２２】
　本発明の機構の有利な発展においては、機構は、所定の車両条件が成立した場合にのみ
、補助ブレーキと同時にサービスブレーキをかける。好ましくは、このような所定の車両
条件は、下り坂の勾配、車両重量、車速、または、車両加速度、のうちの１つである。こ
れにより、サービスブレーキの利用が抑えられるため、サービスブレーキの摩耗はさらに
最小限に抑えられる。例えば、水平な道路上で補助ブレーキをかける場合には、車速オー
バーシュートのおそれがないため、補助ブレーキと同時にサービスブレーキをかける必要
はない。例えば、５０ｋｍ／ｈ未満など、車両の速度が非常に低い場合でも同様である。
車両の加速度が低い場合、または、例えば、車両が荷物を積載していない場合など、車両
の重量が小さい場合も、サービスブレーキをかける必要がない。これらの場合、最大でも
非常に小さな車速オーバーシュートしか起こらない。
【００２３】
　車両が下り坂を走行中でかつ、車両のクルーズコントロール機能が作動中である場合に
、クルーズコントロール機能を支援する方法であって、クルーズコントロール機能が、ブ
レーキクルーズ速度に設定されるクルーズコントロールブレーキ機能を備える方法におい
ては、車速が設定ブレーキクルーズ速度に達した場合に、少なくとも１つの補助ブレーキ
を作動させるステップと、それと同時に、車両の速度を設定ブレーキクルーズ速度に保つ
ように、車両のサービスブレーキをかけるステップと、車両の速度が設定ブレーキクルー
ズ速度に保たれるように、少なくとも１つの補助ブレーキのブレーキ力の増大と共に、サ
ービスブレーキのブレーキ力を減少させるステップ、が開示される。
【００２４】
　本発明の方法によって、車両のクルーズコントロールシステムの挙動が最適化され、車
速オーバーシュートが回避される。これにより、車両の燃料効率が向上し、安全性も向上
する。
【００２５】
　以下、添付図面を参照し、本発明をさらに詳細に説明する。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】車両のクルーズコントロール機構の概略図である。
【図２】車両のクルーズコントロール機能の支援方法の概略的フローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００２７】
　以下に述べる、更なる展開を有する本発明の実施形態は、単なる例示とみなされるべき
であり、特許請求の範囲によって規定される保護の範囲を、何ら限定するものではない。
本機構は、すべての種類の車両に適用可能であるが、特に、補助ブレーキを用いたブレー
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キクルーズコントロール機能を有する、トラックやバス等の大型車両に適している。
【００２８】
　図１は、車両のクルーズコントロール機構の概略図である。機構１は、クルーズコント
ロール電子制御ユニット４を備える。クルーズコントロール電子制御ユニット４は、クル
ーズコントロールシステムを備えた独立型の制御ユニットであってもよく、また、例えば
ソフトウェアモジュールとして、車両内の他の電子制御ユニットに一体化されていてもよ
い。クルーズコントロール機構は、ユーザインタフェース２をさらに備える。ユーザイン
タフェースは、運転手がクルーズコントロールパラメータを入力するために用いるボタン
、およびクルーズコントロールシステムの連結および切り離しのために用いるボタンを備
える。ユーザインタフェースは、選択されたクルーズコントロールパラメータの一部また
はすべてを示す表示手段をさらに備えてもよい。
【００２９】
　本実施例では、車両１０は、ギアボックス６、好ましくは、自動変速マニュアルトラン
スミッションまたはオートマチック・トランスミッション、を有するエンジン７を動力源
とする。エンジンには、排気ブレーキ９が設けられ、トランスミッションには、油圧リタ
ーダ８が設けられる。車両には、ブレーキ制御ユニット３によって制御されるサービスブ
レーキ５がさらに設けられる。
【００３０】
　本機構では、クルーズ速度を設定または選択することができる。クルーズ速度は、クル
ーズコントロールが作動し、かつ、車両が水平な道路を走行する場合に、車両が維持する
基準速度である。クルーズコントロールシステムには、設定クルーズ速度の上下に、予め
設定された速度区間が設けられる。予め設定された速度区間は、例えば±１ｋｍ／ｈであ
り、クルーズコントロール規制の間、クルーズ速度はこの予め設定された速度区間内に保
たれる。車両がほぼ平坦な道路上を走行し、かつ、クルーズ速度が７０ｋｍ／ｈに設定さ
れている場合、速度は６９ｋｍ／ｈから７１ｋｍ／ｈの間を変動することができる。
【００３１】
　運転手はまた、ブレーキクルーズ速度値を設定することができる。ブレーキクルーズ速
度値は、車両が下り坂を走行中に、ブレーキクルーズコントロールによって維持される速
度値である。通常、ブレーキ速度値は、設定クルーズ速度に加算される、正の速度オフセ
ット値として設定される。ブレーキ速度オフセットが６ｋｍ／ｈに設定された場合、その
結果得られるこの場合のブレーキクルーズ速度は７６ｋｍ／ｈとなる。この速度は、車両
が下り道を走行し、かつ、車両がクルーズ速度より速い速度で惰行すると考えられる場合
に、車両の補助ブレーキによって維持される速度である。下り坂を走行中は、速度超過を
許容することにより、走行効率を向上することができる。一方で、車両が停止できなくな
ったり、車両が長時間に亘って速度制限を超過したりするほど大きな速度超過は許容する
べきではない。
【００３２】
　本機構は、ブレーキ制御ユニット３をさらに備える。ブレーキ制御ユニット３は、サー
ビスブレーキの制御、および自動ブレーキシステム（ＡＢＳ）や横滑り防止装置（ＥＳＰ
）などの付加的サービスブレーキ機能の制御に用いられる。
【００３３】
　クルーズコントロールシステムは、車両の速度が設定ブレーキクルーズ速度を超過した
場合に、補助ブレーキを作動させるように適合される。車両の転がり抵抗および空気抵抗
のため、この状況は、車両が下り坂を走行中にのみ発生する。水平な道路を走行中は、ク
ルーズコントロールによって、ブレーキクルーズ速度に達する前にスロットルが絞られる
。好ましくは、利用可能なブレーキ力を高めるために、車両のすべての補助ブレーキが同
時に連結されるが、必要なブレーキ力が比較的低い場合には、１つの補助ブレーキのみを
使用してもよい。
【００３４】
　本発明のクルーズコントロール機構において、本機構は、補助ブレーキと同時にサービ
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スブレーキを作動させるように適合される。サービスブレーキの応答時間は、ブレーキ応
答に遅れが生じないほど即時的である。補助ブレーキは、補助ブレーキの種類によって異
なるが、数秒の応答時間を有することがある。通常、油圧リターダは、２～３秒の範囲内
の比較的短い応答時間を有する。必要なブレーキ力によって異なるが、排気ブレーキの応
答時間は、通常、最大５秒以上である。応答時間は、補助ブレーキの起動時から、補助ブ
レーキがフルに効いて、要求されるブレーキ力を発揮するまでの実測である。
【００３５】
　補助ブレーキと同時にサービスブレーキをかけることにより、車両の加速を即時的に抑
制することができ、従って、当該車両が車速オーバーシュートを起こすことはない。これ
により、車両が下り坂を走行中に、車両の速度が設定ブレーキクルーズ速度に達して、補
助ブレーキがフルに効くまでの間、車両の速度を設定ブレーキクルーズ速度に保つことが
できる。通常の場合であれば、補助ブレーキの応答時間の間、車両は加速を継続するため
、車両の速度は、設定ブレーキクルーズ速度に達しても、若干増加し続ける。
【００３６】
　このように補助ブレーキの応答時間の間に加速があると、車速が設定ブレーキクルーズ
速度を上回ってしまう。坂の勾配、車両の重量、実車速、および、加速度によって異なる
が、この速度超過は、多かれ少なかれ深刻なものである。ほとんどの場合は、この速度超
過によって車速オーバーシュートが引き起こされるが、補助ブレーキがフルに効くと、速
度は設定ブレーキクルーズ速度まで引き戻される。しかしながら、このような速度オーバ
ーシュートによって、運転手は、車両の制御が利かないと感じ、不快感を抱くおそれがあ
る。このような速度オーバーシュートを避けるため、運転手は、より低いブレーキクルー
ズ速度値を設定し、安全側に立とうとするかもしれないが、これは一方で車両の燃料効率
に悪影響を与える。
【００３７】
　場合によっては、速度超過が大きすぎるために、補助ブレーキがフルに効いても、超過
した車速を設定ブレーキクルーズ速度まで引き戻すことができないこともある。このよう
な場合、運転手はサービスブレーキをマニュアルでかけることによって、車両の速度を落
とさなければならない。このような状況は、運転手にとって不快感を与える可能性があり
、可能であれば避けるべきである。さらに、このような状況は、サービスブレーキを不必
要に摩耗させる。車両が長時間、例えば、１分間、速度超過して走行すれば、超過した速
度がタコグラフにも記録され、罰金を科される可能性がある。
【００３８】
　本発明の機構によって、補助ブレーキと同時にサービスブレーキを作動させることによ
り、これらの状況が回避できる。サービスブレーキは、即時的に応答するため、車両の加
速を抑制することができ、補助ブレーキの応答時間の間、速度を設定ブレーキクルーズ速
度に保つことができる。応答時間の間に、補助ブレーキのブレーキ力が増大すると、それ
に対応する量だけサービスブレーキのブレーキ力を減少させる。このようにして、速度は
、設定ブレーキクルーズ速度で一定に保たれる。補助ブレーキがフルに効いて、要求され
るブレーキ力を発揮するようになると、サービスブレーキは切り離すことができ、補助ブ
レーキで、車速を設定ブレーキクルーズ速度に保ち続けることができる。
【００３９】
　補助ブレーキがフルに効くと、サービスブレーキを切ることには、利点がある。これに
より、サービスブレーキの摩耗が最小限に抑えられる。さらに、サービスブレーキが非常
に高温になることがないため、サービスブレーキに余力があり、例えば、下り坂の途中で
制限速度が変わる場合など、条件が変化した場合に、さらに車両の速度を落とすために利
用できる。
【００４０】
　車両の実速度および実加速度によって異なるが、本機構は、補助ブレーキの作動前に、
トランスミッションをシフトダウンするように適合される。これにより、エンジン回転数
は上昇する可能性があるものの、一方で、エンジン補助ブレーキの利用可能なブレーキ力
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が増大する。シフトダウンすることによって、油圧リターダの利用可能なブレーキ力も増
大する。これは、油圧リターダの利用可能なブレーキ力が、リターダが取り付けられるシ
ャフトの速度によって変化するためである。しかしながら、シフトダウンすることにより
、補助ブレーキがフルに効くまでの時間は増加する。これは、シフトダウンするための時
間が、補助ブレーキの応答時間に加算されるためである。シフトダウンを行う間、サービ
スブレーキを使って速度を設定ブレーキクルーズ速度に保つことにより、確実に、車速オ
ーバーシュートが起こらないようにすることができる。
【００４１】
　本機構は、所定の車両条件が成立した場合にのみ、補助ブレーキと同時にサービスブレ
ーキをかけるよう設定されてもよい。このような所定の車両条件は、車両の加速に影響を
与える下り坂の勾配、すなわち車両の勾配であってよい。このような条件は、車両重量、
車速、または、車両加速度に依存するものであってもよい。望ましくない車速オーバーシ
ュートに伴う問題は、車両が比較的勾配の急な坂を下っているときにしか発生しないため
、サービスブレーキの摩耗をさらに最小限に抑えることができる。水平な道路上、または
、わずかな下り坂で補助ブレーキをかける場合には、車速オーバーシュートのおそれがな
いため、補助ブレーキと同時にサービスブレーキをかける必要はない。例えば、５０ｋｍ
／ｈ未満など、車両の速度が非常に低い場合でも同様である。車両の加速度が低い場合、
または、例えば、車両が荷物を積載していない場合など、車両の重量が小さい場合も、サ
ービスブレーキをかける必要はない。これらの場合、最大でも非常に小さな車速オーバー
シュートしか起こらない。
【００４２】
　図２は、本発明に係る、車両のクルーズコントロール機能の支援方法の概略的フローチ
ャートである。本方法は、車両がブレーキクルーズ速度に達した場合に、サービスブレー
キが補助ブレーキの応答時間を埋め合わせることができるように、補助ブレーキと同時に
サービスブレーキを作動させるように適合される。
【００４３】
　ステップ１００では、クルーズコントロール機能は、実車速と設定ブレーキクルーズ速
度を比較する。実車速が設定ブレーキクルーズ速度に達していれば、ステップ１１０で、
補助ブレーキの制御ユニット、および、サービスブレーキの制御ユニットに、作動信号を
送信する。ステップ１２０では、補助ブレーキを作動させ、ステップ１３０では、サービ
スブレーキを作動させる。補助ブレーキは、要求されるブレーキ力に対応する、予め設定
された量だけ作動させる。サービスブレーキは、サービスブレーキのブレーキ力が、要求
される補助ブレーキのブレーキ力に対応するように作動させる。起動時には、サービスブ
レーキで、要求される全ブレーキ力を発生させている。
【００４４】
　ステップ１４０において、サービスブレーキのブレーキ力を、補助ブレーキのブレーキ
力の増大分に対応する量だけ減少させる。これにより、サービスブレーキおよび補助ブレ
ーキから得られる総ブレーキ力は変化せず、よって車両は一定の速度を保つこと、すなわ
ち、設定クルーズ速度を保つことができる。サービスブレーキのブレーキ力の減少は、様
々な方法で制御することができる。その１つが、例えば、車両重量、道路の傾斜角、車速
、補助ブレーキの起動時間などを含む所定のマップを利用してサービスブレーキ力を制御
する方法である。また、車両の加速度がゼロになるよう、すなわち、車両の速度が増加し
ないよう、サービスブレーキを制御する方法もある。補助ブレーキがフルに効いている場
合には、設定ブレーキクルーズ速度を保つのに、補助ブレーキのブレーキ力で足りる場合
には、このような制御によって、補助ブレーキのブレーキ力の増大に伴い、サービスブレ
ーキのブレーキ力を減少させる。
【００４５】
　ステップ１５０では、補助ブレーキの実際のブレーキ力と要求されるブレーキ力を比較
する。補助ブレーキがフルに効いて、補助ブレーキが要求されるブレーキ力を発揮してい
る場合、ステップ１６０でサービスブレーキを切る。
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【００４６】
　さらに、サービスブレーキおよび補助ブレーキの作動前に、トランスミッションをシフ
トダウンすることも可能である。これは、より大きなブレーキ力が必要であると判断され
る場合に、有利でありうる。補助ブレーキからの利用可能なブレーキ力は、エンジン速度
、または、補助ブレーキが取り付けられたシャフトの速度によって変化するためである。
この場合、サービスブレーキは、シフトダウン開始と同時に作動させ、シフトダウンを行
う間、サービスブレーキが車両の速度を設定ブレーキクルーズ速度に保つことができるよ
うにする。シフトダウンが完了すると、補助ブレーキを作動し、補助ブレーキのブレーキ
力の増大に伴い、サービスブレーキのブレーキ力を減少させる。
【００４７】
　所定の車両条件が成立した場合にのみサービスブレーキを作動させることもできる。こ
のような所定の車両条件は、上述の通り、下り坂の勾配、車両重量、車速、または、車両
加速度であってよい。
【００４８】
　本発明は、上述の実施形態に限定されるものではなく、多くの変形や修正を加えること
が、以下の特許請求の範囲内で可能である。

【図１】 【図２】
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【手続補正書】
【提出日】平成28年4月20日(2016.4.20)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ブレーキクルーズ速度に設定されるクルーズコントロールブレーキ機能（３）を備える
、車両（１０）用のクルーズコントロール機構（１）であって、
　前記クルーズコントロール機構は、
　車速が前記設定ブレーキクルーズ速度に達した場合に、少なくとも１つの補助ブレーキ
（８，９）を、要求されるブレーキ力に対応する、予め設定された量だけ作動させるよう
に適合され、応答時間は、補助ブレーキの起動時点から、補助ブレーキがフルに効いて、
設定ブレーキ力を発揮するまでの時間であり、
　前記補助ブレーキの作動と同時に、前記車両の速度を前記設定ブレーキクルーズ速度に
保つように、前記車両のサービスブレーキ（５）をかけるように適合され、
　さらに、前記車両の速度が前記設定ブレーキクルーズ速度に保たれるように、前記少な
くとも１つの補助ブレーキ（８，９）のブレーキ力の増大と共に、前記サービスブレーキ
（５）のブレーキ力を減少させるように適合されることにより、前記応答時間の間、前記
補助ブレーキのブレーキ力が増大すると、前記サービスブレーキのブレーキ力が前記対応
量だけ減少させることを特徴とするクルーズコントロール機構。
【請求項２】
　前記少なくとも１つの補助ブレーキがフルに効いたときに、前記サービスブレーキを切
ることを特徴とする請求項１に記載の機構。
【請求項３】
　前記少なくとも１つの補助ブレーキは、圧縮ブレーキ（９）または油圧リターダブレー
キ（８）であることを特徴とする請求項１または２に記載の機構。
【請求項４】
　前記クルーズコントロール機構は、前記圧縮ブレーキと前記油圧ブレーキの両方を同時
に作動させるように適合されることを特徴とする請求項３に記載の機構。
【請求項５】
　前記機構は、所定の車両条件が成立した場合にのみ、サービスブレーキをかけることを
特徴とする請求項１～４のいずれかに記載の機構。
【請求項６】
　前記所定の車両条件は、下り坂の勾配、車両重量、車速、または、車両加速度のうちの
少なくとも１つであることを特徴とする請求項５に記載の機構。
【請求項７】
　請求項１～６のいずれかに記載の機構を備える車両（１０）。
【請求項８】
　車両が下り坂を走行中でかつ、前記車両のクルーズコントロール機能が作動中である場
合に、前記クルーズコントロール機能を支援する方法であって、前記クルーズコントロー
ル機能は、ブレーキクルーズ速度に設定されるクルーズコントロールブレーキ機能を備え
、
　前記方法は、
　車速が前記設定ブレーキクルーズ速度に達した場合に、少なくとも１つの補助ブレーキ
を、要求されるブレーキ力に対応する、予め設定された量だけ作動させるステップであっ
て、応答時間が、補助ブレーキの起動時点から、補助ブレーキがフルに効いて、設定ブレ
ーキ力を発揮するまでの時間であるステップと、
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　前記補助ブレーキの作動と同時に、前記車両の速度を前記設定ブレーキクルーズ速度に
保つように、前記車両のサービスブレーキをかけるステップと、
　前記車両の速度が前記設定ブレーキクルーズ速度に保たれるように、前記少なくとも１
つの補助ブレーキのブレーキ力の増大と共に、前記サービスブレーキのブレーキ力を減少
させることにより、前記応答時間の間、前記補助ブレーキのブレーキ力が増大すると、前
記サービスブレーキのブレーキ力が前記対応量だけ減少させるステップと、を含むことを
特徴とする方法。
【請求項９】
　前記少なくとも１つの補助ブレーキがフル作動している場合に、前記サービスブレーキ
を切るステップ、をさらに含むことを特徴とする請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　前記車両の加速度が所定の値より大きい場合にのみ前記サービスブレーキをかけるステ
ップ、をさらに含むことを特徴とする請求項８または９に記載の方法。
【請求項１１】
　前記少なくとも１つの補助ブレーキは、圧縮ブレーキまたは油圧リターダブレーキであ
る請求項８～１０のいずれかに記載の方法。
【請求項１２】
　前記圧縮ブレーキと前記油圧ブレーキの両方が同時に作動される請求項１１に記載の方
法。
【請求項１３】
　前記補助ブレーキを作動させるステップが、トランスミッションをシフトダウンするス
テップを含むことを特徴とする請求項８～１２のいずれかに記載の方法。
【請求項１４】
　コンピュータプログラムであって、前記プログラムがコンピュータ上で実行される場合
に、請求項８～１３のいずれか１項の全てのステップを実行するプログラムコード手段、
を含むコンピュータプログラム。
【請求項１５】
　コンピュータプログラム製品であって、前記プログラム製品がコンピュータ上で実行さ
れる場合に、請求項８～１３のいずれか１項の全てのステップを実行する、コンピュータ
可読媒体上に記憶されるプログラムコード手段、を含むコンピュータプログラム製品。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１３】
　これらのシステムは、状況によってはうまく機能するかもしれないが、クルーズコント
ロールシステムを改良し、燃料効率と運転手の快適性を向上する余地は残っている。
　ドイツ特許出願公開第１０２００８０４３７７７号明細書には、下り坂を走行中は、エ
ンジンブレーキで補助しなければ、車輪ブレーキが過熱状態になるという問題点が記載さ
れており、エンジンブレーキをより強く利かせて、車輪ブレーキの過熱を回避するように
、自動でギアボックスの設定変更を行うことが示されている。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１４】
【特許文献１】米国特許出願公開第２００６／２７９１３７号明細書
【特許文献２】米国特許出願公開第２００６／１００７６８号明細書
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【特許文献３】米国特許出願公開第２００６／１１３８３３号明細書
【特許文献４】米国特許出願公開第２０１２／２８３９２８号明細書
【特許文献５】ドイツ特許出願公開第１０２００８０４３７７７号明細書
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１６】
　本発明に係る課題の解決法は、機構については、請求項１の特徴部分に記載され、方法
については、請求項８に記載される。その他の請求項は、本発明の機構および方法の、さ
らなる有利な発展を含む。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２１】
　本発明の機構の有利な発展においては、機構は、トランスミッションをシフトダウンす
るように適合される。これにより、エンジン速度は上昇するものの、一方で、補助ブレー
キの利用可能なブレーキ力が増大する。しかしながら、シフトダウンすることにより、補
助ブレーキがフルに効くまでの時間が増加する。これは、シフトダウンするための時間が
、補助ブレーキの応答時間に加算されるためである。サービスブレーキを使って速度を設
定ブレーキクルーズ速度に保つことにより、シフトダウンする時間の間、確実に、車速オ
ーバーシュートが起こらないようにすることができる。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４０】
　車両の実速度および実加速度によって異なるが、本機構は、トランスミッションをシフ
トダウンするように適合される。これにより、エンジン速度は上昇する可能性があるもの
の、一方で、エンジン補助ブレーキの利用可能なブレーキ力が増大する。シフトダウンす
ることによって、油圧リターダの利用可能なブレーキ力も増大する。これは、油圧リター
ダの利用可能なブレーキ力が、リターダが取り付けられるシャフトの速度によって変化す
るためである。しかしながら、シフトダウンすることにより、補助ブレーキがフルに効く
までの時間は増加する。これは、シフトダウンするための時間が、補助ブレーキの応答時
間に加算されるためである。シフトダウンを行う間、サービスブレーキを使って速度を設
定ブレーキクルーズ速度に保つことにより、確実に、車速オーバーシュートが起こらない
ようにすることができる。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４６】
　さらに、トランスミッションをシフトダウンすることも可能である。これは、より大き
なブレーキ力が必要であると判断される場合に、有利でありうる。補助ブレーキからの利
用可能なブレーキ力は、エンジン速度、または、補助ブレーキが取り付けられたシャフト
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の速度によって変化するためである。この場合、サービスブレーキは、シフトダウン開始
と同時に作動させ、シフトダウンを行う間、サービスブレーキが車両の速度を設定ブレー
キクルーズ速度に保つことができるようにする。シフトダウンが完了すると、補助ブレー
キのブレーキ力の増大に伴い、サービスブレーキのブレーキ力を減少させる。
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